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令和４年度 第１回ふるさと向日市創生計画委員会 議事要旨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 開会 
 
 
２ 議題 

（１）第２次ふるさと向日市創生計画の見直し等について 

  ①事務局から資料説明 

第２次ふるさと向日市創生計画令和４年度改訂版（案）について、見直し項目や完了・達成項

目の内容を説明。加えて、計画における本市の取組等との関係性を明らかにすることを目的とし、

ＳＤＧｓの視点から構成を行った、「施策一覧表（ＳＤＧｓ対応）」を作成し、概要を説明。 

 

 ②意見交換 

（委員） 

・旧上田家住宅来訪者数の令和６年度までの目標が４，５００人となっている。現状と、数値の

根拠を説明願いたい。 

（事務局） 

・昨年１１月に旧上田家住宅を開館し、開館当初の来訪者を含め、令和３年度は約１，５００人

の来訪者があったので、年間ベースで４，５００人という目標を設定した。 

（委員） 

・向日市が作成したウォーキングマップによると、旧上田家住宅も回るようになっている。目標

来訪者数が少なく思えるので、他にも何か事業を仕掛けて、人を呼べたら良いと思う。 

（事務局） 

・令和４年度以降の状況を見ながら、目標数の見直しの検討は、毎年行っていきたい。今後リピ

ーターに向けた事業も考えていく必要があり、民間の方々が旧上田家住宅を使って催している事

業もあるので、多くの方に来ていただけるようなものを考えていきたい。 

（委員） 

  ・地元農産物の販売促進について、具体的なものが表されていないが、どういったことをされる 

のか、計画があれば教えてほしい。 

（事務局） 

・向日市観光交流センターのオープンにより、販売箇所を増やすのではなく、センターの中で販

売する野菜を、質・量ともに充実させたいと思い、目標を変更した。市民に喜んでもらえる、向

日市独自の野菜の品質や品揃えを目標としたい。 

日 時：令和4年5月 18日（水）午前10時から午前11時 30分まで 

場 所：市役所本館3階 第 7会議室 

出席者：（委員） 

中村委員長、西川委員、髙橋委員、福田委員、原田委員、船倉委員、山舗委員、 

    松井委員、小林委員  ※欠席 大釜委員 

    （事務局） 

    鈴木ふるさと創生推進部長、水上総務部長、林環境経済部長、 

山田市民サービス部長、厳嶋上下水道部長、清水教育部長、 

鹿島建設部公共建物整備課長、松石ふるさと創生推進部主席課長兼企画広報課長、

安江係長、山口主査 

（傍聴） 

なし 
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（委員長） 

・見直し案の記述では評価しづらいので、もっと具体的な記述があっても良いと思う。再考して

はどうか。 

（委員） 

・空家対策条例について、国の指針が改正されたことにより、条例制定を見送るとのことだが、

今後、市ではどのように空家対策を推進されるのか教えていただきたい。 

（事務局） 

・向日市の空家状況だが、向日市域は全国と比べ、不動産の流通も活発であり、市が特段の対応

をとる前に、民間所有者において対応されている場合が多い。特別、危険な空家があれば、法律

に基づいて手続きを進めていくことになる。空家について苦情や連絡をもらうこともあるが、空

家所有者に適正な管理をしていただくよう、周知啓発を行ってまいりたい。 

（委員） 

・公金納付の利便性向上について、市役所の公金収納機があまり使われていないように思う。現

状の取扱実績を教えてほしいのと、キャッシュレス決済が進むことによる、会計窓口担当の人員

削減について、どのように考えているのか聞かせてほしい。 

（事務局） 

・公金収納機の取扱実績について、具体的な数値は承知していないが、従来の窓口払い件数の半

分くらいが、公金収納機の利用に移っていると聞いている。会計窓口担当の人員削減については、

すぐに削減とはならないが、今後、必要性が無くなる可能性はあるので、状況に応じて対応した

い。 

（委員） 

・スポーツの振興について、成人がスポーツを実施する機会を充実されるとの見直しはすごく良

いと思う。その上で、どう参加させるか、促す方法なども考えていただきたい。向日市のＬＩＮ

Ｅなどで情報発信されると思うが、ＬＩＮＥを使わない高齢者の方などにも、スポーツを実施す

る機会の周知はしてほしいと思う。 

・この項目で指し示す成人は、二十歳以上ということですか。 

（事務局） 

・お尋ねのとおり、二十歳以上の方を成人としている。 

（委員） 

・スポーツの振興施策に関わることとして、２点教えてほしいが、市民温水プールが使えなくな

ることと、向日町競輪場が現状のところ存続していくということ。市民にはあまり伝わっていな

い。現状や、今後の展望を教えてほしい。 

（事務局） 

・プールを利用されていた市民の方には、ウォーキングなど、水泳とは違った体の動かし方、他

の方法をとっていただくなどして、スポーツを続けていただきたいと考えている。競輪場は府の

管轄になるので、市として具体的な話は申し上げられないが、収益は向上していると伺っている。 

（委員） 

・競輪場は向日市の真ん中にある施設なのに、向日市主体で話を進められないのが残念。 

（委員長） 

・府と市で管轄は違うが、市でも情報の収集や調整は必要かなと思う。 

（委員） 

・学校のバリアフリーについて、中学校の生徒が校舎の４階まで、重たい給食を運んでいるケー

スもあると伺っているが、エレベーターは順次、取り付け予定なのか。 

（事務局） 

・取組の中では、段差の解消やトイレのバリアフリーを主に取り組んでまいりたい。エレベータ

ーの追加設置は、現状では難しいと考えている。 
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（委員） 

・学校の指導要領等が変わる中で、先生も子どもたちも、対応や学び方の変化に対応しづらくな

っていると感じる。カウンセリングなどをさらに拡充し、外部の臨床心理士の先生方などに巡回

に来てもらい、色々な取り組みをしてもらいたい。 

（事務局） 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを各学校に配置しており、巡回も行って

いるので、しっかりケアはさせていただいている。 

（委員） 

・見直し項目に「コミュニティスクールの導入準備」とあるが、どういった取り組みか。発達の

問題などで悩みを抱えておられる親御さんの話なども聞いていただけるのか。 

（事務局） 

・地域住民や保護者の方が学校運営に参画していただいて、地域全体で学校の運営を行っていた

だくという取組で、令和５年度からの導入に向け準備を進めている。各学校で学校運営協議会を

設けることになり、同協議会では校長が作成する学校運営の基本方針を承認したり、学校運営に

ついて教育委員会や校長に意見を述べることができる。 

 

（２）地方創生交付金事業について 

  ①事務局から資料説明 

令和４年度から採択を受けた地方創生交付金事業について、事業の概要を説明。 

 

 ②意見交換 

（委員） 

・城陽市との連携と伺ったが、長岡京市や大山崎町など、乙訓の市町との連携はあるのか。 

（事務局） 

・長岡京市や大山崎町との連携はない。元々、城陽市単体で実施されていた事業だが、城陽市が

周辺自治体に、地域間連携の声かけをされていたところ、向日市単独で実施しようと考えていた

「減塩レシピコンテスト」事業で相乗りできないか、相談したことがきっかけ。他に京田辺市も

相乗りし、３市の連携事業の形となっている。 

（委員長） 

・翌年度以降の健康ポイント事業等も、減塩をテーマにした事業なのか。 

（事務局） 

・減塩事業を絡めようとしている。コンテストで選定した減塩レシピを、健康ポイントを付与す

る、実践項目に取り入れたりすることなどを検討している。その他、減塩の取組だけでなく、広

く健康づくりということで、他の事業も関連予定事業として挙げている。 

（委員長） 

・吹田市が、健康都市を前面に出して施策を進めているが、同市の国立循環器病研究センターで

取り組んでいる「かるしおプロジェクト」というものがあるので、参考にすると良いと思う。 

・減塩レシピコンテストは、３市合同で実施するのか。 

（事務局） 

・コンテスト自体は、合同で行うわけではなく、向日市が単独で実施する。 

（委員） 

・応募できるのは一般の方だけか。お店なども絡めると効果的だと思うが。 

（事務局） 

・応募対象は、一般の市民を対象として考えている。お店の応募枠を設けるかなどは、コンテス

トにご協力いただく有識者のご意見も踏まえながら考えていきたい。 
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３ その他質疑 

 

（委員） 

・直接、ふるさと向日市創生計画とは関係ないが、先ほど別の委員からお尋ねがあったので、競

輪場の現状について申し上げる。収益が低迷していた時期もあったが、ミッドナイト競輪とか、

ＷＥＢで参加できるようにしたこともあり、収益が改善されてきた。府の外部監査等でも、「見

直しの方向」を再検討するべきでは、という提言がされている。いずれにしても、乙訓地域の発

展のために、より良い方向に進んでいくよう、考えてまいりたい。 

（委員） 

・ふるさと向日市創生計画は、市民に対し、より良いまちにしていこう、という内容で考えられ

ているが、どのように多くの人に伝えていくか、知っていただくかが難しい問題。お店など、多

くの人が利用する場所にポスターを貼るなど、周知の仕方を考えていってほしい。 

（委員長） 

・海外からの観光が再開しそう。竹の径など人気の場所で、観光客が増えたときにどう対処する

のか、今のうちに検討しておく必要がある。 

 

 

４ その他連絡事項 

（事務局） 

・本日のご意見や６月に実施予定のパブリックコメントのご意見を踏まえ、計画の見直しの検討

や施策の推進に取り組んでまいりたい。次回の委員会は、秋以降に開催予定。 

 

 

５ 閉会 

 

 



令和 4年度 第１回 ふるさと向日市創生計画委員会 
 

日時：令和４年５月１８日（水）午前１０時～ 

場所：向日市役所本館３階 第７会議室    

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

・第２次ふるさと向日市創生計画の見直し等について 

・地方創生交付金事業について 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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序論            

（１）計画策定の目的 
 本市では、「歴史を活かし、活力と魅力あるまちづくり」「人と暮らしに明るくやさしいま

ちづくり」「信頼と協働で市民の声が届くまちづくり」の３つを施策の柱とするふるさと向日

市創生計画を平成２７年度に策定し、まちづくりを進めてきました。 
 この間、我が国では、少子高齢化の進行による人口減少及び地域活力の低下や大規模災害等

への対策が進められておりますが、これらは依然として喫緊の課題であり、本市においても長

期的には少子高齢化の進行が見込まれる中、持続可能な社会の実現に取り組んでいかなければ

なりません。 
 本計画は、このような状況を踏まえ、社会情勢の変化にしなやかに対応しながら、貴重な地

域資源や利便性といった本市の魅力を高め発信するとともに、将来にわたって誰もが安心・安

全・健康に暮らし続けられる環境づくりに取り組むことで、本市をより一層発展させ、全ての

市民の皆さまが向日市のことを「ふるさと」だと思っていただけるまちづくりを推進するため

策定するものです。 
 

（２）計画の位置付け 
 この計画は、本市が目指すべき方向性を示したまちづくりの最上位計画と位置付けます。 

 

（３）施策の柱 
 まちの魅力を広く発信する取組や、より一層の地域資源の活用、誰もが快適に暮らし続けら

れる地域づくり等を行い、市民の皆さまが誇りを持てるまちづくりを進めていくため、「歴史

を活かし、活力と魅力あるまちづくり」「人と暮らしに明るくやさしいまちづくり」「信頼と

協働で市民の声が届くまちづくり」の３つを本計画における施策の柱とします。 
  なお、本計画を推進するため、施策の柱ごとに、関連する施策分野、具体的な施策、施策の

基本方向、取組及び目標を設定します。 
 
  Ⅰ 歴史を活かし、活力と魅力あるまちづくり 

 史跡長岡宮跡や史跡乙訓古墳群など歴史の事実と魅力を国内外に発信するとともに、地

域資源を活かした産業の活性化や将来を見据えた都市基盤整備事業を展開し、活力と魅力

あるまちづくりを推進します。 
    【施策分野】 

 歴史あふれるまちづくりの推進 

 産業の活性化 

 都市基盤の整備 

 
  Ⅱ 人と暮らしに明るくやさしいまちづくり 

    子育て支援、教育環境整備、健康づくりや福祉・医療の充実に取り組むとともに、防災・

防犯などへの対応を進め、誰もが安心・安全・健康に暮らすことのできるまちづくりを推

進します。 
    【施策分野】 

 少子化対策・子育て支援 

 健康づくりの推進 

 高齢者が安心して暮らせる体制の充実 
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 障がい者福祉の充実 

 地域福祉の充実 

 地球温暖化防止対策・資源循環の推進 

 生活の安心・安全の確保 

 消防力の強化 

 ライフラインの強化 

 学校教育の充実 

 生涯学習の推進 

 生涯スポーツの振興 

 
  Ⅲ 信頼と協働で市民の声が届くまちづくり 

    まちづくりを進める上で、市民の方々の信頼と協働は不可欠であり、市民参画の機会や

場の創設など、市民の声が届くまちづくりを進めます。また、多様性を認め合い、平和・

人権・男女共同参画に積極的に取り組むとともに効率的で健全な行財政運営を推進しま

す。 
    【施策分野】 

 市民協働の推進 

 人権・平和・男女共同参画の推進 

 行財政運営力の向上 

 

（４）計画の期間 
 この計画は、まちづくりの課題へ迅速に対応するとともに、次代の発展への礎を築いていく

ため重点的・優先的に取り組む施策を明らかにし、令和２年度から令和６年度までの５か年度

を計画期間とします。 
  なお、急激に変化する時代や環境の変化にスピード感を持って、しなやかに対応していくた

め、計画期間内においても毎年、見直しを行うものとします。 
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※2010～2015 年の自然動態及び社会移動を基に 2024 年以降を推計(住民基本台帳人口ベース)(合計特殊出生率につい

ては、率増加傾向を考慮し 2024 年までは 2013～2017 年平均 1.45 とし、その後 2010～2014 年平均 1.33 が続くものと

する。) 

【基本フレーム（人口、土地利用）】 
 本計画を推進していく上で基本となる将来の人口推計と土地利用構想を、次のように設定しま

す。 

人口 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用 

 住環境との調和を図りつつ、幹線道
路沿いや鉄道駅を中心に商業・業務・
サービス等の多様な生活利便施設が
集積し、街中を往来する人々でにぎわ
う市の中心となるゾーン 
 広域的な商業・業務施設や宿泊施設
など、近隣都市や広域からの来訪者の
ニーズも充足する機能が集積したゾ
ーン 
 うるおい空間や防災機能の充実し
た市民が安全で快適に生活できる居
住地としてのゾーン 

 京阪神大都市に近く、幹線道路沿道
という立地条件を活かした工業・流通
業の集積地として、また、新たな産業
を創出する場として、本市のものづく
りを支えるゾーン 
 豊かな自然緑地及び歴史・文化資源
を保全・活用し、市民や来訪者のレク
リエーションの場としてのゾーン 
 都市近郊農業の場として、また、新
たな産業（農産業含む）や雇用の場の
創出を図る際の余力として、適切な維
持管理とまちの活性化に向けた都市
的な利用も検討するゾーン 
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施策の柱１ 

歴史を活かし、活力と魅力あるまちづくり 

 

≪施策分野１≫歴史あふれるまちづくりの推進         
 

 

≪施策分野２≫産業の活性化             
 

 

≪施策分野３≫都市基盤の整備         
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≪施策分野１≫歴史あふれるまちづくりの推進    
 

施策１ 歴史・文化資源の整備と活用 
 
■基本方向 
○史跡長岡宮跡や史跡乙訓古墳群等市内に所在する文化財の保護及び積極的な整備・活用に

努め、歴史・文化資源を活かしたまちづくりを推進し、未来に継承します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

史跡長岡宮跡や史跡乙訓古墳群の整備 
 …朝堂院公園来訪者数 【H30：8,455 人 → R6：10,000 人】 

国登録有形文化財旧上田家住宅の整備 
→国登録有形文化財旧上田家住宅の活用 
 …旧上田家住宅来訪者数 【R6：4,500 人】 

  
目標数値 

の追加 

Ｒ２完了 

Ｒ３改訂 
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施策２ 観光振興の推進 

 
■基本方向 
○「観る・食べる・買う」を充実させるとともに、国内外から積極的に観光客を誘致し地域経済

の活性化を図るため、ハード・ソフト両面での総合的、多角的な観光施策を推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

向日市観光交流センターにおける観光誘客のための事業の実施 
 …来館者数【H30： － → R6：92,000 人】 
 …向日市観光人材育成プログラム受講者数 
                 【R1：26 人 → R6：200 人(R1～6 累計】 

「竹の径」来訪者のための憩いの空間整備 

土産等特産品の開発 
 …開発件数 【H30：7 件(H27～30 累計) → R6：30 件(H27～R6 累計)】 

ホテル等の複合型宿泊施設の誘致事業の推進 

観光入込客数  【H30：510,000 人 → R6：765,000 人】 

観光消費額  【H30：150,000 千円 → R6：338,000 千円】 
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施策３ まちの魅力の戦略的発信 

 
■基本方向 
○ふるさと向日市に対する理解と愛着を深められるよう、まちの魅力を様々なツールを有効に活

用し、戦略的に発信します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

ＳＮＳ（LINE@、Facebook 等）による情報発信力の強化 
 …LINE@及び Facebook に対する満足度(アンケート結果) 
  【LINE@  R1：2.92 → R6：3.40、Facebook R1：2.91 → R6：3.40】 

「向日市いいとこＰＲ隊たけのこりん」による情報発信の充実 
 …たけのこりんのイベント等への登場回数【H30：－ → R6：50 回】 

本市に対する市民の定住意向の割合【R1：76.7% → R6：80%以上】 
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≪施策分野２≫産業の活性化             
 

施策１ 商工業の活性化 
 
■基本方向 
○歴史を活かしたまちづくりの施策と連携しながら、向日市商工会や金融機関とともに、商工業

者の育成や経営安定を支援する取組を推進し、市内商工業の振興、にぎわいの創出を図ります。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

顧客に愛される魅力的な店づくりへの経営支援 
 …経営指導数【H30：1,400 件 → R6：H30 実績比 10％増】 

創業希望者へのきめ細かな支援 
 …創業件数  【H30：3 件  → R6：20 件（R2～6 累計）】 

 
 
  

Ｒ２達成 

Ｒ３達成 
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施策２ 農業の活性化 

 
■基本方向 
○新鮮で安心・安全な農産物を提供するために地産地消を推進するとともに、担い手の育成や新

たなブランド農産品の開発支援、農業資源を活用した農商工の連携を推進し、やりがいのある

農業経営を支援します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

地元農産物の販路拡大と地産地消の促進 

…向日市観光交流センターにおける地元農産物の販売・支援 
 【R2 から実施】 

…スーパー等、市内小売店舗での地元農産物販売コーナーの設置 
 【H30：1 箇所 → R6：3 箇所】 

→…地元農産物の販売促進 

耕作放棄地の防止施策や放置竹林対策の実施 
 …市民ボランティアによる竹林保全 【H30：未実施 → R6：2 箇所】 

農商工の連携による特産品の開発への支援 

 …特産品の開発 【H30：0 件 → R6：2 件(R2～6 累計)】 

 
  

Ｒ２達成 

 目標の変更 
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≪施策分野３≫都市基盤の整備            
 

施策１ 道路整備の推進 
 
■基本方向 
○都市計画道路や幹線市道の整備を推進することで幹線道路のネットワークを構築し、活力と魅

力あるまちを目指します。 
○市民生活に密着した生活道路・細街路の整備を推進することで、安全で快適な住環境づくりを

目指します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

都市計画道路及び幹線市道の整備 
…整備路線【都市計画道路牛ケ瀬勝竜寺線、第 3064 号線、寺戸森本幹線 2 号、 
 寺戸幹線 6 号、第 2013 号線（R6）】 

生活道路・細街路の整備 
 …【10 路線整備完了（R2～6 累計）】 

交通安全対策の一層の推進 
 …通学路【10 箇所整備完了（R2～6 累計）】 
 …自転車通行レーンの整備【1 路線整備完了（R2～6 累計）】 

ゾーン 30＊1区域の拡大 
 …【H30：1 箇所 22.4ｈａ → R6：2 箇所 30ｈａ】 

     ※図１及び図２参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 ゾーン 30 
 … 生活道路における歩行者等の安全を確保するため、区域（ゾーン）を定めて時速 30 キロの速度規制を実

施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内

を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路の安全対策のことをいいます。 
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図１ 令和６年度 整備完了路線 
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図２ 令和６年度 通学路及び自転車通行レーンの整備完了路線図 
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施策２ 快適で安全便利なまちづくり 

 
■基本方向 
○アクセス拠点の整備等、市民の利便性の向上と産業・観光の振興を図るとともに、都市計画制

度を活用した快適で安全便利なまちづくりを推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

土地利用の転換による事業所の誘致事業の推進 

幹線道路沿道のにぎわい創出に向けた都市計画変更 

ぐるっとむこうバスをはじめとする公共交通の利用促進 

歴史探索に利用できる公園整備 

地籍調査の推進 
 …地籍整備率【H30：2.5% → R6：10%】 

空家等対策計画の策定、空家対策条例の制定 
→空家等対策計画の推進 

地域特性に応じたまちづくり計画等の支援 

名神高速道路スマートインターチェンジ＊1開設事業の推進 

 
 
 
 
 
 
 
＊1 スマートインターチェンジ 
 … 高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置

されるインターチェンジであり、通行可能な車両を、ＥＴＣを搭載した車両に限定しているインターチェ

ンジのことをいいます。 
  

 取組の変更 
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施策３ 駅周辺の都市基盤整備 

 
■基本方向 
○ＪＲ向日町駅周辺を整備し、駅への利便性や安全性を向上させるとともに、中心にぎわいゾー

ンへの都市機能の誘導を図ることで、まちの活性化を図ります。 
○阪急東向日駅について、「古都のむこう、魅力のふるさと」にふさわしい整備を行います。 
○阪急京都線の連続立体交差事業の検討を行い、阪急東向日駅周辺の都市基盤整備を推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

ＪＲ向日町駅周辺整備事業の推進 
 …東西自由通路・駅前広場の整備 
 …市街地再開発事業の事業化 
 …駅周辺における安全対策の調査・検討 

阪急東向日駅周辺整備事業の推進 

阪急京都線連続立体交差事業の事業化に向けた検討 
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施策の柱２ 

人と暮らしに明るくやさしいまちづくり 

 

≪施策分野１≫少子化対策・子育て支援        

 

≪施策分野２≫健康づくりの推進           

 

≪施策分野３≫高齢者が安心して暮らせる体制の充実          

 

≪施策分野４≫障がい者福祉の充実      

 

≪施策分野５≫地域福祉の充実        

 

≪施策分野６≫地球温暖化防止対策・資源循環の推進         

 

≪施策分野７≫生活の安心・安全の確保         

 

≪施策分野８≫消防力の強化         

 

≪施策分野９≫ライフラインの強化          

 

≪施策分野 10≫学校教育の充実            

 

≪施策分野 11≫生涯学習の推進            

 

≪施策分野 12≫生涯スポーツの振興          
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≪施策分野１≫少子化対策・子育て支援        
 

施策１ 安心して産み育てる体制づくり 
 
■基本方向 
○安心して子どもを産み、健やかに育てることができる環境づくりを推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

幼児教育・保育のベストマッチを推進 
 …待機児童【H30：72 人 → R3：0 人 】 

→【待機児童０人を継続】 

病児病後児保育所の開設 
 …病児病後児保育所数【H30：1 か所 → R2：2 か所】 

子ども虐待の未然防止対策の推進 
 …家庭児童相談室の機能強化【R1：虐待対応専門員未配置 → R4：配置】 

放課後児童健全育成事業の推進 
 …放課後児童クラブ数（支援単位数）【H30：16 クラブ → R6：18 クラブ】 

→【入会要件を充たす全ての児童の受入れを維持】 

乳幼児健診全対象者に子育てに関する支援を実施 
 …乳幼児健診未受診者の面接割合【H30：72.2% → R6：100%】 

 
  

Ｒ２完了 

Ｒ３達成 

目標の見直し 

目標の変更 



 

 

- 19 - 
 

 

≪施策分野２≫健康づくりの推進           
 

施策１ 生活習慣病予防による健康生活への支援 
 
■基本方向 
○市民が主体的に健（検）診を受け、生活習慣の改善等の健康づくりに取り組めるよう支援しま

す。 
○生活習慣病予防と介護予防との一体的な健康づくりを推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

特定健診の受診率向上 
 …受診率（向日市国民健康保険実施分）【H30：47.9% → R5：55%】 

特定保健指導の実施 
 …実施率（向日市国民健康保険実施分）【H30：59.1% → R5：65%以上】 

糖尿病など生活習慣病の重症化予防 
 ･･･糖尿病の保健指導を実施した割合 【H30：60.1％ → R5: 65%以上】 

長寿健康診査の受診結果を活用した介護予防 
 …長寿健康診査受診率【H30：52.2% → R6：65％】 

がん検診の受診勧奨、がん予防の啓発 
 …大腸がん検診受診率【H30：12.1% → R6：14.0%】 
 …乳がん検診受診率【H30：10.9% → R6：14.0%】 

自発的な健康づくりの推進 
 …健康ポイント事業達成者数【H30： 61 人 → R6：200 人】 

 
 
 
  

Ｒ２達成 

Ｒ３改訂 

Ｒ３達成 
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≪施策分野３≫高齢者が安心して暮らせる体制の充実          
 

施策１ 地域包括ケアシステム及び認知症施策の推進 
 
■基本方向 
○地域全体で高齢者を支える地域包括ケアシステムの機能強化を図るとともに、認知症に対する

市民の理解を深め、認知症の早期発見・早期対応への取組を推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

生活支援コーディネーター＊1と協議体の設置による生活支援体制づくり 
 …住民主体で介護予防に資する取組を実施する集いの場の数 
                     【H30：2 か所 → R6：18 か所】 
認知症高齢者を支える体制づくり 
 …認知症サポーター＊2 数【H30：8,000 人 → R6：9,500 人】 
 …見守り SOS ネットワーク＊3 協力事業所(登録事業所数）【H30：108 → R6：130】 

認知症初期集中支援システムによる早期発見・早期対応への取組の推進 
 …認知症初期集中支援チームの周知媒体数【H30：2 → R6：5】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 生活支援コーディネーター 
 … 別名「地域支え合い推進員」といいます。高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくこと

を目的とし、地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を

果たす人のことをいいます。 
 
＊2 認知症サポーター 
 … 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対して出来る範囲での手助

けをする人のことをいいます。 
 
＊3 見守り SOS ネットワーク 
 … 認知機能が低下した高齢者が行方不明になった際に早期発見・保護を含め地域全体で捜索する体制のこ

とをいいます。  

目標数値

の見直し 
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≪施策分野４≫障がい者福祉の充実      
 

施策１ 安心して暮らし続けられる共生社会の実現 
 
■基本方向 
○障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる施策

の充実に努めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

相談支援体制の強化 
 …計画相談支援 作成率【H30：100% → R6：100%】 

地域での生活を支援する福祉サービスの充実 
 …就労移行支援事業の利用者数【R1：11 人 → R6：15 人】 

手話言語条例の啓発・推進 
 …事業所向けの啓発事業【H30：未実施 → R6：実施】 

 
  

Ｒ２達成 

Ｒ２達成 

Ｒ３達成 

Ｒ３達成 

Ｒ３達成 
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≪施策分野５≫地域福祉の充実        
  

施策１ 福祉のまちづくりの推進 
 
■基本方向 
○市民一人一人がご近所や地域で助け合い、支え合えるまちづくりを進めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

地域共生社会実現サポート事業の推進 
           …実施事業所数【R1：2 事業所 → R6：5 事業所】 

         →…実施事業所数【R6：14 事業所（R2～R6 累計）】 

地域の見守りネットワーク事業の推進 
           …協定事業者数【H30：10 事業者 → R6：15 事業者】 

 
 
  

Ｒ２達成 

目標数値

の見直し 
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≪施策分野６≫地球温暖化防止対策・資源循環の推進        
 

施策１ 持続可能な循環型社会の実現 
 
■基本方向 
○ごみの減量化や資源再利用の取組を強化するとともに、地球温暖化をはじめとする環境問題に

取り組みます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

市役所資源ごみ終日回収ステーションの拡充 

家庭ごみの発生抑制及び事業系ごみの排出抑制 
 …ごみ排出量  【H30：531ｇ/日・人 → R6：490ｇ/日・人】 

ごみ分別の周知徹底及びごみ袋透明化などの実施 

太陽光など再生可能エネルギーの利用推進 

市役所新庁舎のゼロエネルギービルディング＊1による整備 
 …市役所新庁舎の省エネルギー化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 ゼロエネルギービルディング 
 … 快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指

した建物のことをいいます。 
  

Ｒ２完了 

Ｒ３完了 
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≪施策分野７≫生活の安心・安全の確保         
 

施策１ 災害対策の充実 
 
■基本方向 
○自助･共助･公助の連携によりあらゆる災害に対する備えが強化され、誰もが安心して暮らすこ

とのできるまちを目指します。 
○地震や大雨、台風などの災害に対する自助意識の醸成と高揚を図り共助を高めます。 
○情報伝達体制の強化や避難支援体制の整備、避難所運営体制の充実等、災害時の市民の安心・

安全を守る取組を推進します。 
○局地化、激甚化する降雨にも対応するため、雨水幹線整備を進めるとともに、既存小規模排水

路の改善等により、更なる浸水安全度の向上に努めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

防災マップの周知 
 …防災出前講座・出前授業の実施回数・参加人数 
          【H30：17 回・631 人 → R6：20 回・700 人】 

自主防災組織の育成支援及び消防団との連携強化 

桂川・小畑川氾濫時などにおける情報伝達体制の強化 

要支援者に対する自主防災組織や消防団、民生委員などによる避難支援体制

の整備 

地域における避難所運営訓練の実施 
 …訓練回数【毎年 1 回実施】 

災害備蓄物資の分散配備 
 …配備箇所数【H30：17 か所 → R6：27 か所】 

土砂災害特別警戒区域対策の推進 

浸水対策下水道雨水幹線等の整備の促進 
 …和井川 1 号幹線の整備完了【R3：完了】 
→浸水対策下水道雨水排水路等の整備の促進 

…東野辺地区雨水バイパス整備完了【R4：完了】 

…前小川の整備完了【R5：完了】 

雨水タンクの助成制度の推進 
 …設置数【H30：13 基 → R6：50 基(R2～6 累計）】 

 

  

Ｒ３改訂 

Ｒ２達成 

Ｒ２達成 

Ｒ３完了 

 取組及び 

目標の変更 
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施策２ 防犯力の強化 
 
■基本方向 
〇地域力を活かした市民ぐるみの防犯運動を推進します。 
○防犯カメラや IoT 技術を活用して犯罪の未然防止を図るなど、地域の防犯力を高めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

地域の防犯ボランティア団体との連携充実 

小型電波発信機やスマートフォンの位置情報機能など、IoT 技術を活用した見

守りネットワークの構築 

通学路や地下道、幹線道路、公園、分別収集ステーションなどへの防犯カメ

ラ整備促進 
 …防犯カメラ稼働台数【H30：32 台 → R6：300 台】 
 …自治会等への防犯カメラ整備補助による稼働台数【H30：3 台 → R6：13 台】 

  

Ｒ２完了 

Ｒ２完了 
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≪施策分野８≫消防力の強化         
 

施策１ 防火体制と救急救助体制の充実 
 
■基本方向 
○自主防災組織や消防団活動を支援するとともに、市民一人一人の救急救命に関する知識を深め、

技術の向上に努めることなどによって、火災や事故などの災害への対応能力向上を図ります。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

自主防災組織や自治会・町内会での消火器設置補助 

消防団による地域行事における警戒活動の実施 

救急講習受講の啓発 

火災警報器等防火機器普及促進の啓発 

向日消防署新庁舎整備 

 
  

Ｒ３完了 
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≪施策分野９≫ライフラインの強化          
 

施策１ 上下水道事業の安定経営 
 
■基本方向 
○水道施設の計画的な整備や財源の確保、更なる経営改善に努め、運営基盤を強化します。 
○水道施設を強化し、災害時や緊急時でも安全で良質な水を安定供給します。 
○下水道施設の長寿命化を図るため、予防保全型の維持管理＊1を行います。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

水道料金の見直し 

水道管路の耐震化 
 …重要な管路（基幹管路）の耐震適合率【H30：25% → R6：40%】 

下水道施設の長寿命化の推進 
 …マンホール等管路施設の内部の点検及び調査【年間 300 箇所】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 予防保全型の維持管理 
 … 汚水管及びマンホール等の管路施設の損傷を早期に見つけ、事故や大規模な修繕に至る前に対策を実施

する管理方法のことをいいます。 
  

Ｒ２完了 
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≪施策分野 10≫学校教育の充実            
 

施策１ 「質の高い学力」をはぐくむ教育の推進 
→ 

施策１ 豊かな学びの創造と確かな学力の育成 
 
■基本方向 
○「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行い、質の高い学力＊1をはぐくむ教

育を推進します。 
→ 
○児童生徒が学ぶことの意義や楽しさを感じられる多様な学びの実現に努めるとともに、

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行い、確かな学力＊1をはぐくむ教

育を推進します。 

 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善 
 …授業では、自分の考えを発表する機会が与えられていた子どもの割合 

  【H30：小学 4年生（82.9％）、中学 2年生（90.6％） → R6：増加】 

ＩＣＴを効果的に活用した授業の実施 

小中の接続を重視した外国語教育の実施 
 …英語が好きな子どもの割合 
  【H30：中学 2 年生（63.3％） → R6：中学 2 年生（80％）】 
読書活動を通じた創造力・表現力等の育成 
 …読書が好きな子どもの割合 
  【H30：小学 4 年生（69.8％）、中学 2 年生（66.3％） → R6：80％】 

 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 質の高い学力 
→＊1 確かな学力 

 
 … 「基礎的・基本的な知識・技能の習得」「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」の 3 つの要素が統合された学力のことをいいます。 
  

施策の修正 

基本方向の修正 

文言の修正 

改訂後の施策２へ移行 
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施策２ 豊かな人間性をはぐくむ心の教育の推進 

→ 
施策２ 豊かな人間性の育成と多様性の尊重 

 
■基本方向 
○豊かな情操や道徳心を培い、正義感や責任感、規範意識、公共の精神に基づき、主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与する態度、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度、前

向きに挑戦しやり遂げる力など、豊かな人間性や社会性の育成に努めます。 

→ 
○一人一人の尊厳と人権が尊重され、個性の違いや多様性を認め合い、主体的に行動し、自 

らの能力を最大限に発揮することができる教育を推進します。 

 

○多様な考えや価値観に触れることを通じて、人を思いやり尊重する心を育てるとともに、

自らの考えや思いを伝えながら感性や情緒、創造力や表現力をはぐくみます。 

 

○すべての児童生徒が安心して通うことができ、楽しく過ごすことができる学校づくりに取り組

みます。 

 

 
■取組及び目標 

取組及び目標 

道徳教育の推進、体験活動や読書活動の充実 
 …人の気持ちが分かる人間になりたいと思う子どもの割合 

  【H30：小学 4年生（94.9％）、中学 2年生（96.0％） → R6：増加】 

伝統や文化、芸術に関する教育の推進 

ふるさと向日市への愛着と誇りをはぐくむ「ふるさと学習」の充実 

 …今住んでいる地域の自然や歴史について関心がある子どもの割合 
  【H30：小学 4 年生（72.4％） → R6：小学 4 年生（80％）】 
環境や情報などに係る現代的課題に対する関心や理解を深める教育の充実 

 …新聞やテレビのニュースに関心がある子どもの割合 
  【H30：中学 2 年生（63.3％） → R6：中学 2 年生（80％）】 

 
  

基本方向の修正 

改訂後の施策１へ移行 

改訂後の施策１へ移行 

改訂後の施策５へ移行 

施策の修正 
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施策３ たくましく健やかな身体をはぐくむ教育の推進 

→ 
施策３ 健やかな身体の育成 

 
■基本方向 
○生涯を通じて体育・スポーツ活動に親しむ能力と体力の向上を図ります。 
○知育・徳育・体育の基礎となる食育の推進とともに、現代的な健康課題への理解を深める等、

健やかな身体の育成を図ります。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

体力・運動能力の向上 
 …新体力テストにおける全種別において、全国の平均を上回る 
 （全８種別中、全国平均以上の種別数） 
  【H30                            →    R6    】 
    小 6： 男子 7 種  女子 4 種   →    全種別    
    中 3： 男子 7 種  女子 5 種   →    全種別    

食に関する授業の充実等による食育の推進 

 
 
  

施策の修正 
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施策４ 一人一人を大切にし、個性や能力を伸ばす教育の推進 

 
■基本方向 
○一人一人をかけがえのない存在として大切にし、その個性を尊重するとともに、その能力と可

能性を見出し伸ばす教育を推進します。 
○人権尊重の意識を高め、自分と他者との人権を大切にする児童生徒の育成に努めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

あらゆる人権問題の解決に向けて、自ら考え行動できる児童生徒の育成 
 …人が困っているときは進んで助けようとする子どもの割合 
  【H30：小学 4 年生（90.1％）、中学 2 年生（79.4％） → R6：増加】 

障がいのある子どもの自立や社会参加を目指した特別支援教育の充実 

授業のユニバーサルデザイン化など一人一人を大切にした指導の充実 

 
 

 

  

施策の削除 

改訂後の施策２へ移行 

基本方向の削除 

改訂後の施策２へ移行 

改訂後の施策２へ移行 
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施策５ 安心・安全な教育環境の充実 
→ 

施策４ 学びを支える安心・安全な教育環境の充実 
 
■基本方向 
○児童生徒が安心して通え、楽しく過ごすことができる居場所としての学校づくりに取り組みま

す。 
○児童生徒の心身ともに健全な発達を促すとともに、安心・安全な教育環境の充実を図ります。 
→ 
○自然災害や事故などの多様な危機から子どもを守り、いかなる事態においても子どもた 

ちの学びを止めない危機管理体制を整備します。 

 

○すべての子どもが将来に希望をもって成長していけるように、学びと生活の支援が充実し

た居場所としての学校づくりに取り組みます。 

 

○強い使命感と高い専門性を持つ教員の育成を図り、児童生徒が明るくいきいきと学ぶ魅力あ 

る学校づくりを目指します。 
 

○子どもの豊かな成長を支える教職員の資質能力の向上を図ります。 

 
■取組及び目標 

取組及び目標 

いじめや暴力行為の防止対策の充実 

不登校の子どもへのきめ細やかな支援の充実 
 …不登校の児童生徒の割合 
  【H30：小学校（1.38％）、中学校（4.33％） → R6：減少】 

学校危機管理・安全対策の充実 

学校施設個別計画を踏まえた改修等の実施 

トイレ改修の計画的な推進 

バリアフリー改修の推進 

…全小中学校のバリアフリートイレ、スロープ等による段差解消等の改修 

【R7：完了】 

 
  

Ｒ２完了 

施策の修正 

基本方向の修正 

改訂後の施策２へ移行 

 取組及び 

目標の追加 

改訂後の施策２へ移行 
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施策６ 学校の教育力の向上 

→ 
施策５ 学校・家庭・地域の連携・協働による学校の教育力の向上 

 
■基本方向 
○子どもの豊かな成長を支える教職員の資質能力の向上を図ります。 
○強い使命感と高い専門性を持つ教員の育成を図り、児童生徒が、明るくいきいきと学ぶ魅力あ

る学校づくりを目指します。 
○保護者や地域社会と連携・協働しながら、未来の創り手となる子どもの資質能力をはぐくむ「社

会に開かれた教育課程」の実現を目指します。 
→ 
○次代の社会の担い手としての責任を自覚し、現代社会が抱える課題に関心をもって、主体 

的に社会参画できる資質と能力をはぐくみます。 

 
■取組及び目標 

取組及び目標 

教職員の資質能力の向上に向けた、多様な教職員研修の充実 

教育の質の向上と子どもたちの豊かな成長を目指す教職員の 
働き方改革の推進 

保幼小、小中等の校種間連携・接続の充実 

コミュニティ・スクール＊1 導入についての検討の導入準備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 コミュニティ・スクール 
 … 地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みとして、学校運営協議会制度を導入した学校のことを

いいます。 
  

基本方向の修正 

施策の修正 

改訂後の施策４へ移行 

改訂後の施策４へ移行 

改訂後の施策２へ移行 

取組の変更 
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≪施策分野 11≫生涯学習の推進            
 

施策１ 生涯学習環境の充実 
 
■基本方向 
○市民が生涯にわたり、多様な学習活動を行うことができるよう、自主的、自発的な学習活動を

支援するとともに、学習機会の提供、学習の成果を活かす場や機会の充実に努めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

ふるさと向日市の歴史を活かした講座等多様な学習機会の提供 

社会教育施設の特色を活かした学習機会と学習成果を活かした活動の場の充実 
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施策２ 家庭・地域社会の教育力の向上 

 
■基本方向 
○家庭教育はすべての教育の出発点であり、その担い手である保護者自身が学ぶための学習機会

の充実に努めます。 
○学校・家庭・地域社会が連携して、様々な活動を通して地域の絆を強め、地域全体で子どもた

ちをはぐくむ環境づくりを推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

家庭教育講座の実施等、就学前からの子どもの発達に応じた家庭教育に関す

る学習機会の提供 

地域学校協働活動の推進等、地域社会の教育力の向上 
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施策３ 市民文化の振興 

 
■基本方向 
○市民の自主的な芸術や文化活動に対する支援を行うとともに、文化事業の充実を図る等、

優れた芸術文化に触れる機会の提供に努めます。 
○本市の多様な歴史を活かした文化芸術資源を掘り起こし、新たな魅力を創出します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

新たな市民会館を文化芸術振興の拠点として活用 

文化芸術資源を活かした市民と来訪者の交流の創出 
 …文化資料館入館者数【R1：15,337 人 → R6：19,000 人】 

公共施設における貸館サービスの充実 

…貸館施設予約・決済システムサービスの実施【R6：完了】 

  

 取組及び 

目標の追加 
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≪施策分野 12≫生涯スポーツの振興          
 

施策１ スポーツの振興 
 
■基本方向 
○市民が健康で心豊かに暮らせるよう、市民一人一人のライフステージに応じたスポーツ活動の

推進とスポーツに親しめる環境の充実に努めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

公益財団法人向日市スポーツ文化協会等との連携によるライフステージに応

じたスポーツ活動の推進 

防災拠点としての機能を備えた多目的グラウンドの整備検討 

成人の週 1 回以上のスポーツ実施率【R1：52.2％ → R6：65％】 
→成人がスポーツを実施する機会の充実 

成人向けスポーツ教室の開催【R1：36 回→R6：60 回】 

 
  

 取組及び 

目標の変更 
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施策の柱３ 

信頼と協働で市民の声が届くまちづくり 

 

≪施策分野１≫市民協働の推進            

 

≪施策分野２≫人権・平和・男女共同参画の推進             

 

≪施策分野３≫行財政運営力の向上               
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≪施策分野１≫市民協働の推進            
 

施策１ 市民のまちづくり参加の仕組みの構築 
 
■基本方向 
○まちづくりの取組及び事業計画の企画・立案段階から市民の意見や意向を把握し、参画できる

仕組みを構築します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

誰もがわかりやすく、利用しやすいホームページの作成や広報紙の充実 

地域コミュニティの活性化 
 …自治会加入率【H30：65.5％ → R6：増加】 

市民の主体的なまちづくり活動への支援 

市民活動活性化のための情報交換ネットワークの構築 

…【交流・連携を主とした情報交換を行う団体数：R3：20 団体 → R6：40 団体】 

 
  

Ｒ３改訂 
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施策２ 市民交流の推進 

 
■基本方向 
○友好交流を通じた「ふるさと向日市」の再発見につなげる事業を展開するとともに、市民が市

民交流に意欲を持ち市民同士が自ら交流事業を行えるまちを目指します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

幅広い分野における都市間交流の推進 

国際交流を通じた異文化理解の推進 
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≪施策分野２≫人権・平和・男女共同参画の推進             
 

施策１ 多様性を認め合う社会の実現 
 
■基本方向 
○市民一人一人がお互いの人権を尊重し合い共に生きることができるよう、人権について、学び、

考え、実践していくことにより、人権という普遍的文化の構築を目指して人権教育・啓発事業

に取り組むとともに、世界平和都市宣言の理念の実現に向け、平和施策を推進します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

「向日市人権教育・啓発推進計画」の推進 

京都府や近隣市町村と連携した人権教育・啓発の推進 

平和行動計画に基づいた事業の展開 
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施策２ 男女共同参画社会の実現 

 
■基本方向 
○男女の人権が等しく尊重され、あらゆる場において性別にかかわりなく誰もがいきいきと暮ら

し活躍することができる男女共同参画社会の実現を目指します。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

女性活躍推進事業の充実 
 …女性活躍センター団体等登録数 【H30：21 → R6：50】 

ワーク・ライフ・バランスの普及・推進 

 
 
  

Ｒ２達成 
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≪施策分野３≫行財政運営力の向上               
 

施策１ 健全で持続可能な行財政運営 
 
■基本方向 
○将来に渡って安定した行政サービスを行えるよう、変化する社会情勢や多様な市民ニーズに対

応できる効果的・効率的な行財政運営を進めます。 
 
■取組及び目標 

取組及び目標 

市役所新庁舎の整備 

住民票交付場所の拡大と公金納付の利便性向上 
 …住民票の交付機及び公金収納機設置【令和 2 年度新庁舎開設に合わせ開始】 
→公金納付の利便性向上 

…市役所窓口でのクレジットカード・電子マネーによるキャッシュレス決済の実施

【R6：完了】 

健全財政の維持 

 

Ｒ３完了 

Ｒ２完了 

 取組及び 

目標の変更 



第２次ふるさと向日市創生計画　令和４年度見直し箇所　一覧

計　画
ページ 施策名 見直し事項 見直し案 現行記述 見直し理由 所管課

6
歴史・文化資
源の整備と活
用

取組及び目標

国登録有形文化財旧上
田家住宅の活用
…旧上田家住宅来訪者
数【R6：4,500人】

国登録有形文化財旧上
田家住宅の活用

令和3年11月23日の開館から年度
末までの来訪者数を元に、来訪者
の目標数値を設定する。

文化財
調査事
務所

10 農業の活性化 取組及び目標 地元農産物の販売促進

スーパー等、市内小売店
舗での地元農産物販売
コーナーの設置【H30：1箇
所→R6：3箇所】

向日市観光交流センターやイオン
フードスタイルなどにおいて、地元
農産物の地産地消を推進し、販売
促進を新たな目標として変更するも
の。

産業振
興課

14
快適で安全便
利なまちづくり

取組及び目標 空家等対策計画の推進
空家等対策計画の策定、
空家対策条例の制定

計画については令和3年3月に策定
した。
条例については、対象となる空家
等や緊急時に安全を確保する措置
など、空家等対策の推進に関する
特別措置法では対応できないと思
われる問題について条例による措
置を行うべく検討を行ったが、国に
おいて「特定空家等に関する適切
な実施を図るために必要な指針」い
わゆるガイドライン等の改正が行わ
れたことにより対象範囲が拡大さ
れ、関係法令の適用による緊急時
の対応なども示されるとともに法整
理の必要性についても認識がなさ
れたため、条例制定については法
改正等の動向を注視することとし、
今後は同法及び計画に基づき本市
にとって必要な空家等対策の推進
を図る。

公共建
物整備
課

18
安心して産み
育てる体制づ
くり

取組及び目標

幼児教育・保育のベスト
マッチを推進
…待機児童
【待機児童０人を継続】

幼児教育・保育のベスト
マッチを推進
…待機児童
【H30：72人→R3：0人】

当初の目標設定年度の令和3年度
には、待機児童０を達成できなかっ
たため、引き続き、計画年度に沿っ
た目標年度を設定し、待機児童解
消に向けて取り組みを進めていく。

子育て
支援課

18
安心して産み
育てる体制づ
くり

取組及び目標

放課後児童健全育成事
業の推進【入会要件を充
たす全ての児童の受入れ
を維持】

放課後児童健全育成事
業の推進
…放課後児童クラブ数
（支援単位数）【H30：16ク
ラブ→R6：18クラブ】

支援単位数は入会児童数によって
変動するものであるため、「入会要
件を充たす全ての児童の受入れを
維持」に変更する。

生涯学
習課

20

地域包括ケア
システム及び
認知症施策の
推進

取組及び目標

住民主体で介護予防に資
する取組を実施する集い
の場の数【H30：2か所→
R6：18か所】

住民主体で介護予防に資
する取組を実施する集い
の場の数【H30：2か所→
R6：10か所】

令和3年度中に当初の目標数を達
成したため、目標数を上方修正す
るもの。

高齢介
護課

資料２
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計　画
ページ 施策名 見直し事項 見直し案 現行記述 見直し理由 所管課

22
福祉のまちづ
くりの推進

取組及び目標

地域共生社会実現サポー
ト事業の推進
…実施事業所数【R6：14
事業所（R2～R6累計）】

地域共生社会実現サポー
ト事業の推進
…実施事業所数【R1：2事
業所→R6：5事業所】

年度によって実施事業所数が変動
するため、累計での計上とするも
の。

地域福
祉課

24
災害対策の充
実

取組及び目標

浸水対策下水道雨水排
水路等の整備の促進
…東野辺地区雨水バイパ
ス整備完了【R4：完了】
…前小川の整備完了
【R5：完了】

浸水対策下水道雨水幹
線等の整備の促進
…和井川1号幹線の整備
完了【R2：完了】

和井川1号幹線築造工事が令和3
年度末に完了したことから、新たに
取組内容を見直すもの。

下水道
課

32
安心・安全な
教育環境の充
実

取組及び目標

バリアフリー改修の推進
…全小中学校のバリアフ
リートイレ、スロープ等に
よる段差解消等の改修
【R7：完了】

－

バリアフリー法の改正により、令和3
年4月から既存の小中学校施設に
おいても、バリアフリー基準適合の
努力義務が課せられた。
国において、令和7年度末までの整
備目標が示されたことから、改訂版
に本市の取組を追加するもの。

教育総
務課

36
市民文化の振
興

取組及び目標

公共施設における貸館
サービスの充実
…貸館施設予約・決済シ
ステムサービスの実施
【R6：完了】

－

令和４年度に開館する市民会館や
その他の各公共施設において、貸
出スペースの予約や使用料の決済
に際し、インターネット上の貸館シ
ステムで予約申し込みや支払いを
行える環境を構築し、市民の利便
性向上を図る。

広聴協
働課

37
スポーツの振
興

取組及び目標

成人がスポーツを実施す
る機会の充実
…成人向けスポーツ教室
の開催【R1：36回→R6：60
回】

成人の週１回以上のス
ポーツ実施率【R1：52.2%
→R6：65%】

現行の評価指標はアンケート調査
時のみの評価であり、令和6年度に
実施する次回の実施率調査までの
間、現状把握がしにくいため、ス
ポーツ教室などの、「成人がスポー
ツをする機会の充実」に変更する。

生涯学
習課

44
健全で持続可
能な行財政運
営

取組及び目標

公金納付の利便性向上
…市役所窓口でのクレ
ジットカード・電子マネー
によるキャッシュレス決済
の実施【R6：完了】

住民票交付場所の拡大と
公金納付の利便性向上
…住民票の交付機及び
公金収納機設置
【令和2年度新庁舎開設に
合わせ開始】

令和3年1月に公金収納機を設置
し、また、同年10月からパソコン・ス
マートフォンアプリでのクレジット
カード納付を開始、さらには令和4
年3月から住民票等のコンビニ交付
サービスを開始したことから、取組
内容を改める。
市役所窓口でのクレジットカードや
電子マネーによるキャッシュレス決
済を推進し、公金納付の利便性向
上を図る。

会計課
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計　画
ページ 施策名 見直し事項 見直し案 現行記述 見直し理由 所管課

28
「質の高い学
力」をはぐくむ
教育の推進

施策
施策１　豊かな学びの創
造と確かな学力の育成

施策１　「質の高い学力」
をはぐくむ教育の推進

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

28
「質の高い学
力」をはぐくむ
教育の推進

基本方向

○児童生徒が学ぶことの
意義や楽しさを感じられる
多様な学びの実現に努め
るとともに、「主体的・対話
的で深い学び」の視点に
立った授業改善を行い、
確かな学力*1をはぐくむ
教育を推進します。

○「主体的・対話的で深い
学び」の視点に立った授
業改善を行い、質の高い
学力*1をはぐくむ教育を
推進します。

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

28
「質の高い学
力」をはぐくむ
教育の推進

取組及び目標
（欄外の注意書
き）

*1確かな学力 *1質の高い学力
京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

28
「質の高い学
力」をはぐくむ
教育の推進

取組及び目標
※施策１から削除し、改訂
後の施策２へ移行

読書活動を通じた創造
力・表現力等の育成

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

29
豊かな人間性
をはぐくむ心
の教育の推進

施策
施策２　豊かな人間性の
育成と多様性の尊重

施策２　豊かな人間性を
はぐくむ心の教育の推進

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

29
豊かな人間性
をはぐくむ心
の教育の推進

基本方向

○一人一人の尊厳と人権
が尊重され、個性の違い
や多様性を認め合い、主
体的に行動し、自らの能
力を最大限に発揮するこ
とができる教育を推進しま
す。

○多様な考えや価値観に
触れることを通じて、人を
思いやり尊重する心を育
てるとともに、自らの考え
や思いを伝えながら感性
や情緒、創造力や表現力
をはぐくみます。

○すべての児童生徒が安
心して通うことができ、楽
しく過ごすことができる学
校づくりに取り組みます。

○豊かな情操や道徳心を
培い、正義感や責任感、
規範意識、公共の精神に
基づき、主体的に社会の
形成に参画し、その発展
に寄与する態度、前向き
に挑戦しやり遂げる力な
ど、豊かな人間性や社会
性の育成に努めます。

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

29
豊かな人間性
をはぐくむ心
の教育の推進

取組及び目標
※施策２から削除し、改訂
後の施策１へ移行

伝統や文化、芸術に関す
る教育の推進

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

29
豊かな人間性
をはぐくむ心
の教育の推進

取組及び目標
※施策２から削除し、改訂
後の施策１へ移行

ふるさと向日市への愛着
と誇りをはぐくむ「ふるさと
学習」の充実
…今住んでいる地域の自
然や歴史について関心が
ある子どもの割合【H30：
小学4年生（72.4%）→R6：
小学4年生（80%）】

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

29
豊かな人間性
をはぐくむ心
の教育の推進

取組及び目標
※施策２から削除し、改訂
後の施策５へ移行

環境や情報などに係る現
代的課題に対する関心や
理解を深める教育の充実
…新聞やテレビのニュー
スに関心がある子どもの
割合【H30：中学2年生
（63.3%）→R6：中学2年生
（80%）】

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

3／5



計　画
ページ 施策名 見直し事項 見直し案 現行記述 見直し理由 所管課

30

たくましく健や
かな身体をは
ぐくむ教育の
推進

施策
施策３　健やかな身体の
育成

施策３　たくましく健やか
な身体をはぐくむ教育の
推進

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

31

一人一人を大
切にし、個性
や能力を伸ば
す教育の推進

施策 ※施策４を削除
一人一人を大切にし、個
性や能力を伸ばす教育の
推進

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において施
策が削除されたため。

学校
教育課

31

一人一人を大
切にし、個性
や能力を伸ば
す教育の推進

基本方向
※施策４の削除により、基
本方向も削除

○一人一人をかけがえの
ない存在として大切にし、
その個性を尊重するととも
に、その能力と可能性を
見出し伸ばす教育を推進
します。

○人権尊重の意識を高
め、自分と他者との人権
を大切にする児童生徒の
育成に努めます。

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において施
策が削除されたため。

学校
教育課

31

一人一人を大
切にし、個性
や能力を伸ば
す教育の推進

取組及び目標
※施策４から削除し、改訂
後の施策２へ移行

あらゆる人権問題解決に
向けて、自ら考え行動で
きる児童生徒の育成
…人が困っているときは
進んで助けようとする子ど
もの割合【H30：小学4年生
（90.1%）、中学2年生
（79.4%）→R6：増加】

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

31

一人一人を大
切にし、個性
や能力を伸ば
す教育の推進

取組及び目標
※施策４から削除し、改訂
後の施策２へ移行

障がいのある子どもの自
立や社会参加を目指した
特別支援教育の充実

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

31

一人一人を大
切にし、個性
や能力を伸ば
す教育の推進

取組及び目標
※施策４から削除し、改訂
後の施策２へ移行

授業のユニバーサルデザ
イン化など一人一人を大
切にした指導の充実

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

32
安心・安全な
教育環境の充
実

施策
施策４　学びを支える安
心・安全な教育環境の充
実

施策５　安心・安全な教育
環境の充実

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

32
安心・安全な
教育環境の充
実

基本方向

○自然災害や事故などの
多様な危機から子どもを
守り、いかなる事態にお
いても子どもたちの学びを
止めない危機管理体制を
整備します。

○すべての子どもが将来
に希望をもって成長してい
けるように、学びと生活の
支援が充実した居場所と
しての学校づくりに取り組
みます。

○強い使命感と高い専門
性を持つ教員の育成を図
り、児童生徒が明るくいき
いきと学ぶ魅力ある学校
づくりを目指します。

○子どもの豊かな成長を
支える教職員の資質能力
の向上を図ります。

○児童生徒が安心して通
え、楽しく過ごすことがで
きる居場所としての学校
づくりに取り組みます。

○児童生徒の心身ともに
健全な発達を促すととも
に、安心・安全な教育環
境の充実を図ります。

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課
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計　画
ページ 施策名 見直し事項 見直し案 現行記述 見直し理由 所管課

32
安心・安全な
教育環境の充
実

取組及び目標
※施策５から削除し、改訂
後の施策２へ移行

いじめや暴力行為の防止
対策の充実

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

32
安心・安全な
教育環境の充
実

取組及び目標
※施策５から削除し、改訂
後の施策２へ移行

不登校の子どもへのきめ
細やかな支援の充実
…不登校の児童生徒の
割合【H30：小学校
（1.38%）、中学校（4.33%）
→R6：減少】

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

33
学校の教育力
の向上

施策
施策５　学校・家庭・地域
の連携・協働による学校
の教育力の向上

施策６　学校の教育力の
向上

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

33
学校の教育力
の向上

基本方向

○保護者や地域社会と連
携・協働しながら、未来の
創り手となる子どもの資
質能力をはぐくむ「社会に
開かれた教育課程」の実
現を目指します。

○次代の社会の担い手と
しての責任を自覚し、現代
社会が抱える課題に関心
をもって、主体的に社会
参画できる資質と能力を
はぐくみます。

○子どもの豊かな成長を
支える教職員の資質能力
の向上を図ります。

○強い使命感と高い専門
性を持つ教員の育成を図
り、児童生徒が、明るくい
きいきと学ぶ魅力ある学
校づくりを目指します。

○保護者や地域社会と連
携・協働しながら、未来の
創り手となる子どもの資
質能力をはぐくむ「社会に
開かれた教育課程」の実
現を目指します。

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において文
言修正されたため。

学校
教育課

33
学校の教育力
の向上

取組及び目標
※施策５から削除し、改訂
後の施策４へ移行

教職員の資質能力の向
上に向けた、多様な教職
員研修の充実

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

33
学校の教育力
の向上

取組及び目標
※施策５から削除し、改訂
後の施策４へ移行

教育の質の向上と子ども
たちの豊かな成長を目指
す教職員の働き方改革の
推進

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

33
学校の教育力
の向上

取組及び目標
※施策５から削除し、改訂
後の施策２へ移行

保幼小、小中等の校種間
連携・接続の充実

京都府教育委員会作成の「第２期
京都府教育振興プラン」において、
各施策内容が修正されたため。

学校
教育課

33
学校の教育力
の向上

取組及び目標
コミュニティ・スクール※１
の導入準備

コミュニティ・スクール※１
導入についての検討

令和5年からの本格導入に向けた
準備を行うため。

学校
教育課
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計　画
ページ 取組及び目標 所管

23
市役所資源ごみ終日
回収ステーションの拡
充

完了
(R3)

令和2年度に拡充は完了した。
令和3年度は広報やホームページでの周知に加え、新たに「2022年度ゴミ出しカ
レンダー」にも回収ステーションについて情報を掲載し、全戸配布することで周知
を図り、利便性向上を図った。

環境経済部

24

浸水対策下水道雨水
幹線等の整備の促進
…和井川1号幹線の
整備完了
【R3：完了】

完了
(R3)

令和3年度末に和井川１号幹線築造工事が完成し京都府いろは呑龍トンネル南
幹線に接続され、令和4年5月に供用開始。

上下水道部

26
向日消防署新庁舎整
備

完了
(R3)

令和3年10月18日　向日消防署新庁舎竣工。 環境経済部

44

住民票交付場所の拡
大と公金納付の利便
性向上
…住民票の交付機及
び公金収納機設置
【令和2年度新庁舎開
設に合わせ開始】

完了
(R3)

令和4年3月1日からマイナンバーカードを利用して住民票の写し、印鑑登録証明
書等が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末（マルチコピー機）から取得
できる「コンビニ交付サービス」を開始することで、市民の利便性向上を図ること
ができた。
公金収納機については、令和2年12月28日に新庁舎（本館）に設置され、新庁舎
が開設された令和3年1月4日から稼働している。
東向日別館についても同様。

市民サービス
部／会計課

第２次ふるさと向日市創生計画 令和3年度 取組及び目標 完了・達成一覧

令和3年度実績

資料３
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計　画
ページ 取組及び目標 所管令和3年度実績

9

顧客に愛される魅力
的な店づくりへの経営
支援
…経営指導数
【H30：1,400件→R6：
H30実績比10％増】

達成
(R3)
↓

継続

向日市商工会経営支援員による事業者への訪問や窓口での相談を実施した。
新型コロナウイルスの影響で、引き続き問い合わせや相談が増加している。

経営指導数　　R3実績数：2,555件（R2実績数：2,182件)

市内の小規模事業者が、持ち味を活かした経営が出来るよう、向日市商工会が
行う経営改善普及事業に対して助成を行った。
①市内小規模事業者の経営（事業）計画書作成支援
（作成件数R2：142件→R3：205件）
②経営力向上や事業分野ニーズに応じたセミナー・講習会の開催
（R2：6回→R3：13回）
③事業所に対する各種補助金・計画認定申請の支援
（採択件数R2：96件→R3：184件）

環境経済部

18

乳幼児健診全対象者
に子育てに関する支
援を実施
…乳幼児健診未受診
者の面接割合
【H30：72.2%→R6：
100%】

達成
(R3)
↓

継続

令和3年度乳幼児健診未受診者の面接割合…100%（令和4年3月末現在）
乳児前期健診…100％（未受診者7人、翌月以降受診済・面接等対応済7人）
乳児後期健診…100％（未受診者13人、翌月以降受診済・面接等対応済13人）
1歳9か月健診…100％（未受診者15人、翌月以降受診済・面接等対応済15人）
3歳6か月健診…100％（未受診者21人、翌月以降受診済・面接等対応済21人）
乳幼児健診未受診者に対しては電話による受診勧奨を実施。
受診勧奨を実施しても未受診の場合は、電話又は家庭訪問による面接を実施した
他、必要に応じて家庭児童相談室、保育所等と連携し、見守りを行った。

市民サービス部

19

特定保健指導の実施
…実施率（向日市国
民健康保険実施分）
【H30：59.1%
　　→　R5：65%以上】

達成
(R3)
↓

継続

特定保健指導対象者で教室、相談事業に参加されない方には、複数回、曜日や
時間帯を変えて個別に家庭訪問を行い、保健指導を実施した。
保健指導実施率79.9％（令和2年法定報告（令和3年11月公表））
昨年度より8.8ポイント上昇した。（令和元年度法定報告:71.1％）（国の目標値
60％）

市民サービス部

21

相談支援体制の強化
…計画相談支援　作
成率【H30：100%→
R6：100%】

達成
(R3)
↓

継続

R3：100%
サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成率100％を維持した。
事業所が安定的に運営できるよう、相談員の報酬単価の見直しを国・府に対して
要望した。

市民サービス部

21

地域での生活を支援
する福祉サービスの
充実
…就労移行支援事業
の利用者数【R1：11人
→R6：15人】

達成
(R3)
↓

継続

R3：20人
就労移行支援事業については、令和3年度の利用者数は20人となった。
自立生活援助、就労定着支援、高齢障がい者に係る介護保険サービスの償還
制度等のサービスは継続して実施している。
また、乙訓圏域障がい者自立支援協議会の就労支援部会の取り組みとして、各
事業所の課題抽出を行ったほか、庁内実習の実施などを行った。（令和3年度は
実習生1名を受け入れ）
向日が丘支援学校の進路相談については令和2年度は12名を対象とし、卒業後
の就労移行支援事業を含む福祉サービスの紹介や手続きの案内などを行った。

市民サービス部

21

手話言語条例の啓
発・推進
…事業所向けの啓発
事業【H30：未実施→
R6：実施】

達成
(R3)
↓

継続

R3：実施
事業所向けの啓発事業として、商工会に対して配布済の手話マンガの利活用依
頼（案内チラシ700部配布）を3月に行った。
手話教室については自宅学習を交えて実施することができた。
今年度も昨今の状況に合わせて動画配信という形での啓発活動として、夏休み
期間に「指文字表を作ろう！（向日市　夏休み子ども体験学習）」の配信（8月）を
行った。
また、手話教室教材の動画を作成した（3月）。

市民サービス部
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貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー 水・衛生 エネルギー 成長・雇用 イノベーション 不平等 都市整備 生産・消費 気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

施策
の柱

施策
分野

施策
所管
課

取組及び目標

文化財調
査事務所

史跡長岡宮跡や史跡乙訓古墳群の整備　朝堂院公
園来訪者数【Ｈ30：8,455人→R6：10,000人】 ○ ○

文化財調
査事務所 国登録有形文化財旧上田家住宅の活用 ○ ○
企画広報
課

向日市観光交流センターにおける観光誘客のための
事業の実施　来館者数【H30：－→R6：92,000人】 ○

企画広報
課

向日市観光人材育成プログラム受講者数【R1：26人
→R6：200人(R1～6累計)】 ○

企画広報
課 「竹の径」来訪者のための憩いの空間整備 ○ ○
企画広報
課

土産等特産品の開発　開発件数【H30：7件(H27～30
累計)→R6：30件(H27～R6累計)】 ○

まちづくり
推進課 ホテル等の複合型宿泊施設の誘致事業の推進 ○
企画広報
課 観光入込客数【H30：510,000人→R6：765,000人】 ○
企画広報
課 観光消費額【H30：150,000千円→R6：338,000千円】 ○
企画広報
課

SNS(LINE@、Facebook等)による情報発信力の強化
LINE@及びFacebookに対する満足度(アンケート結
果)【LINE@  R1：2.92→R6：3.40、Facebook　R1：2.91
→R6：3.40】

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
企画広報
課

「向日市いいとこＰＲ隊たけのこりん」による情報発信
の充実　たけのこりんのイベント等への登場回数
【H30：－　→R6：50回】

○
企画広報
課

本市に対する市民の定住意向の割合【R1：76.7%→
R6：80%以上】 ○ ○

産業振興
課

顧客に愛される魅力的な店づくりへの経営支援　経
営指導数【H30：1,400件→R6：H30実績比10％増】 ○ ○ ○

産業振興
課

創業希望者へのきめ細かな支援　創業件数【H30：3
件→R6：20件（R2～6累計）】 ○ ○ ○

産業振興
課

地元農産物の販路拡大と地産地消の促進　向日市
観光交流センターにおける地元農産物の販売・支援
【R2から実施】

○ ○
産業振興
課

スーパー等、市内小売店舗での地元農産物販売コー
ナーの設置【H30：1箇所→R6：3箇所】 ○ ○

産業振興
課

耕作放棄地の防止施策や放置竹林対策の実施　市
民ボランティアによる竹林保全【H30：未実施→R6：2
箇所】

○
産業振興
課

農商工の連携による特産品の開発への支援　特産
品の開発 【H30：0件→R6：2件(R2～6累計)】 ○ ○

道路整備
課

都市計画道路及び幹線市道の整備…整備路線【都
市計画道路牛ケ瀬勝竜寺線、第3064号線、寺戸森本
幹線2号、寺戸幹線6号、第2013号線（R6）】

○
道路整備
課

生活道路・細街路の整備【10路線整備完了（R2～6累
計）】 ○

道路整備
課

交通安全対策の一層の推進　通学路【10箇所整備完
了（R2～6累計）】自転車通行レーンの整備【1路線整
備完了（R2～6累計）】

○
道路整備
課

ゾーン30区域の拡大【H30：1箇所22.4ｈａ→R6：2箇所
30ｈａ】 ○

第２次ふるさと向日市創生計画　施策一覧表（ＳＤＧｓ対応）

施策の柱
Ⅰ　歴史
を活か
し、活力
と魅力あ
るまちづ
くり

施策分野
１　歴史
あふれる
まちづくり
の推進

施策分野
２　産業
の活性化

施策１
歴史・文
化資源の
整備と活
用

施策２
観光振興
の推進

施策３
まちの魅
力の戦略
的発信

施策１
商工業の
活性化

施策２
農業の活
性化

施策１
道路整備
の推進

資料４
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貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー 水・衛生 エネルギー 成長・雇用 イノベーション 不平等 都市整備 生産・消費 気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

施策
の柱

施策
分野

施策
所管
課

取組及び目標

第２次ふるさと向日市創生計画　施策一覧表（ＳＤＧｓ対応）

まちづくり
推進課 土地利用の転換による事業所の誘致事業の推進 ○ ○
都市計画
課

幹線道路沿道のにぎわい創出に向けた都市計画変
更 ○

公園交通
課

ぐるっとむこうバスをはじめとする公共交通の利用促
進 ○

公園交通
課 歴史探索に利用できる公園整備 ○
公園交通
課 地籍調査の推進　地籍整備率【H30：2.5%→R6：10%】 ○
公共建物
整備課 空家等対策計画の策定、空家対策条例の制定 ○
都市計画
課 地域特性に応じたまちづくり計画等の支援 ○
まちづくり
推進課

名神高速道路スマートインターチェンジ開設事業の推
進 ○

道路整備
課、まちづ
くり推進課

ＪＲ向日町駅周辺整備事業の推進　東西自由通路・
駅前広場の整備、市街地再開発事業の事業化、駅
周辺における安全対策の調査・検討

○ ○ ○
道路整備
課 阪急東向日駅周辺整備事業の推進 ○
まちづくり
推進課

阪急京都線連続立体交差事業の事業化に向けた検
討 ○ ○

子育て支
援課

幼児教育・保育のベストマッチを推進　待機児童
【H30：72人→R3：0人】 ○

子育て支
援課

病児病後児保育所の開設　病児病後児保育所数
【H30：1か所→R2：2か所】 ○

子ども家
庭課

子ども虐待の未然防止対策の推進　家庭児童相談
室の機能強化【R1：虐待対応専門員未配置→R4：配
置】

○
生涯学習
課

放課後児童健全育成事業の推進　放課後児童クラブ
数（支援単位数）【H30：16クラブ→R6：18クラブ】 ○

健康推進
課

乳幼児健診全対象者に子育てに関する支援を実施
乳幼児健診未受診者の面接割合【H30：72.2%→R6：
100%】

○
医療保険
課

特定健診の受診率向上　受診率（向日市国民健康保
険実施分）【H30：47.9%→R5：55%】 ○

健康推進
課

特定保健指導の実施　実施率（向日市国民健康保険
実施分）【H30：59.1%→R5：65%以上】 ○

健康推進
課

糖尿病など生活習慣病の重症化予防　糖尿病の保
健指導を実施した割合【H30：60.1％→R5: 65%以上】 ○

健康推進
課、高齢
介護課

長寿健康診査の受診結果を活用した介護予防　長寿
健康診査受診率【H30：52.2%→R6：65％】 ○

健康推進
課

がん検診の受診勧奨、がん予防の啓発　大腸がん検
診受診率【H30：12.1%→R6：14.0%】乳がん検診受診率
【H30：10.9%→R6：14.0%】

○
医療保険
課

自発的な健康づくりの推進　健康ポイント事業達成者
数【H30：61人→R6：200人】 ○

施策分野
１　少子
化対策・
子育て支
援

施策１
安心して
産み育て
る体制づ
くり

施策分野
２　健康
づくりの
推進

施策１
生活習慣
病予防に
よる健康
生活への
支援

施策２
快適で安
全便利な
まちづくり

施策３
駅周辺の
都市基盤
整備

施策分野
３　都市
基盤の整
備
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高齢介護
課

生活支援コーディネーターと協議体の設置による生
活支援体制づくり　住民主体で介護予防に資する取
組を実施する集いの場の数【H30：2か所　→　R6：10
か所】

○
高齢介護
課

認知症高齢者を支える体制づくり　認知症サポーター
数【H30：8,000人→R6：9,500人】見守りSOSネットワー
ク協力事業所(登録事業所数）【H30：108→R6：130】

○
高齢介護
課

認知症初期集中支援システムによる早期発見・早期
対応への取組の推進　認知症初期集中支援チーム
の周知媒体数【H30：2→R6：5】

○
障がい者
支援課

相談支援体制の強化　計画相談支援作成率【H30：
100%→R6：100%】 ○

障がい者
支援課

地域での生活を支援する福祉サービスの充実　就労
移行支援事業の利用者数【R1：11人→R6：15人】 ○

障がい者
支援課

手話言語条例の啓発・推進　事業所向けの啓発事業
【H30：未実施→R6：実施】 ○ ○

地域福祉
課

地域共生社会実現サポート事業の推進　実施事業所
数【R１：2事業所→R6：5事業所】 ○

高齢介護
課

地域の見守りネットワーク事業の推進　協定事業者
数【H30：10事業者→R6：15事業者】 ○

環境政策
課 市役所資源ごみ終日回収ステーションの拡充 ○ ○ ○ ○
環境政策
課

家庭ごみの発生抑制及び事業系ごみの排出抑制
ごみ排出量【H30：531ｇ/日・人→R6：490ｇ/日・人】 ○ ○ ○ ○

環境政策
課 ごみ分別の周知徹底及びごみ袋透明化などの実施 ○ ○ ○ ○
環境政策
課 太陽光など再生可能エネルギーの利用推進 ○ ○ ○ ○
新庁舎・市
民会館準
備課、環境
政策課、公
共建物整
備課

市役所新庁舎のゼロエネルギービルディングによる
整備　市役所新庁舎の省エネルギー化 ○

防災安全
課

防災マップの周知　防災出前講座・出前授業の実施
回数・参加人数【H30：17回・631人→R6：20回・700人】 ○ ○

防災安全
課 自主防災組織の育成支援及び消防団との連携強化 ○ ○
防災安全
課

桂川・小畑川氾濫時などにおける情報伝達体制の強
化 ○ ○

防災安全
課、障が
い者支援
課、高齢
介護課

要支援者に対する自主防災組織や消防団、民生委
員などによる避難支援体制の整備 ○ ○

防災安全
課

地域における避難所運営訓練の実施　訓練回数【毎
年1回実施】 ○ ○

防災安全
課

災害備蓄物資の分散配備　配備箇所数【H30：17か
所→R6：27か所】 ○ ○

防災安全
課 土砂災害特別警戒区域対策の推進 ○ ○
下水道課

浸水対策下水道雨水幹線等の整備の促進　和井川1
号幹線の整備完了【R3：完了】 ○ ○

下水道課
雨水タンクの助成制度の推進　設置数【H30：13基→
R6：50基(R2～6累計）】 ○

施策１
災害対策
の充実

施策の柱
Ⅱ　人と
暮らしに
明るくや
さしいま
ちづくり

施策分野
７　生活
の安心・
安全の確
保

施策分野
４　障が
い者福祉
の充実

施策１
安心して
暮らし続
けられる
共生社会
の実現

施策分野
５　地域
福祉の充
実

施策１
福祉のま
ちづくり
の推進

施策分野
６　地球
温暖化防
止対策・
資源循環
の推進

施策１
持続可能
な循環型
社会の実
現

施策分野
３　高齢
者が安心
して暮ら
せる体制
の充実

施策１
地域包括
ケアシス
テム及び
認知症施
策の推進
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防災安全
課 地域の防犯ボランティア団体との連携充実 ○
学校教育
課

小型電波発信機やスマートフォンの位置情報機能な
ど、IoT技術を活用した見守りネットワークの構築 ○

防災安全
課

通学路や地下道、幹線道路、公園、分別収集ステー
ションなどへの防犯カメラ整備促進　防犯カメラ稼働
台数【H30：32台→R6：300台】

○
防災安全
課

自治会等への防犯カメラ整備補助による稼働台数
【H30：3台→R6：13台】 ○

向日消防
自主防災組織や自治会・町内会での消火器設置補
助 ○

向日消防 消防団による地域行事における警戒活動の実施 ○
向日消防 救急講習受講の啓発 ○
向日消防 火災警報器等防火機器普及促進の啓発 ○
向日消防 向日消防署新庁舎整備 ○
営業課 水道料金の見直し ○
上水道課

水道管路の耐震化　重要な管路（基幹管路）の耐震
適合率【H30：25%→R6：40%】 ○

下水道課
下水道施設の長寿命化の推進　マンホール等管路
施設の内部の点検及び調査【年間300箇所】 ○ ○ ○

学校教育
課

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善
授業では、自分の考えを発表する機会が与えられてい
た子どもの割合【H30：小学4年生（82.9％）、中学2年生
（90.6％）→R6：増加】

○
学校教育
課 ＩＣＴを効果的に活用した授業の実施 ○
学校教育
課

小中の接続を重視した外国語教育の実施　英語が好
きな子どもの割合【H30：中学2年生（63.3％）→R6：中
学2年生（80％）】

○
学校教育
課

読書活動を通じた創造力・表現力等の育成　読書が
好きな子どもの割合【H30：小学4年生（69.8％）、中学
2年生（66.3％）→R6：80％】

○
学校教育
課

道徳教育の推進、体験活動や読書活動の充実　人
の気持ちが分かる人間になりたいと思う子どもの割
合【H30：小学4年生（94.9％）、中学2年生（96.0％）→
R6：増加】

○ ○ ○ ○ ○
学校教育
課 伝統や文化、芸術に関する教育の推進 ○
学校教育
課

ふるさと向日市への愛着と誇りをはぐくむ「ふるさと学
習」の充実　今住んでいる地域の自然や歴史につい
て関心がある子どもの割合【H30：小学4年生（72.4％）
→R6：小学4年生（80％）】

○
学校教育
課

環境や情報などに係る現代的課題に対する関心や理
解を深める教育の充実　新聞やテレビのニュースに関
心がある子どもの割合【H30：中学2年生（63.3％）→R6：
中学2年生（80％）】

○
学校教育
課

体力・運動能力の向上　新体力テストにおける全種別
において、全国の平均を上回る（全８種別中、全国平均
以上の種別数）【H30 → R6】小6：男子7種  女子4種→
全種別　中3：男子7種  女子5種→全種別

○
学校教育
課 食に関する授業の充実等による食育の推進 ○ ○ ○

施策分野
７　生活
の安心・
安全の確
保

施策分野
10　学校
教育の充
実

施策の柱
Ⅱ　人と
暮らしに
明るくや
さしいま
ちづくり

施策分野
８　消防
力の強化

施策１
防火体制
と救急救
助体制の
充実

施策分野
９　ライフ
ラインの
強化

施策１
上下水道
事業の安
定経営

施策２
豊かな人
間性をは
ぐくむ心
の教育の
推進

施策３
たくましく
健やかな
身体をは
ぐくむ教
育の推進

施策２
防犯力の
強化

施策１
「質の高
い学力」
をはぐく
む教育の
推進
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学校教育
課

あらゆる人権問題の解決に向けて、自ら考え行動でき
る児童生徒の育成　人が困っているときは進んで助け
ようとする子どもの割合【H30：小学4年生（90.1％）、中
学2年生（79.4％）→R6：増加】

○ ○ ○ ○ ○ ○
学校教育
課

障がいのある子どもの自立や社会参加を目指した特
別支援教育の充実 ○ ○

学校教育
課

授業のユニバーサルデザイン化など一人一人を大切
にした指導の充実 ○ ○

学校教育
課 いじめや暴力行為の防止対策の充実 ○
学校教育
課

不登校の子どもへのきめ細やかな支援の充実　不登
校の児童生徒の割合 【H30：小学校（1.38％）、中学
校（4.33％）→R6：減少】

○ ○
学校教育
課 学校危機管理・安全対策の充実 ○
教育総務
課 学校施設個別計画を踏まえた改修等の実施 ○
教育総務
課 トイレ改修の計画的な推進 ○
学校教育
課

教職員の資質能力の向上に向けた、多様な教職員
研修の充実 ○

学校教育
課

教育の質の向上と子どもたちの豊かな成長を目指す
教職員の働き方改革の推進 ○

学校教育
課 保幼小、小中等の校種間連携・接続の充実 ○
学校教育
課 コミュニティ・スクール導入についての検討 ○
文化資料
館

ふるさと向日市の歴史を活かした講座等多様な学習
機会の提供 ○

図書館、
文化資料
館、天文
館、中央
公民館

社会教育施設の特色を活かした学習機会と学習成
果を活かした活動の場の充実 ○

生涯学習
課

家庭教育講座の実施等、就学前からの子どもの発達
に応じた家庭教育に関する学習機会の提供 ○

生涯学習
課

地域学校協働活動の推進等、地域社会の教育力の
向上 ○

新庁舎・
市民会館
準備課

新たな市民会館を文化芸術振興の拠点として活用 ○
文化資料
館

文化芸術資源を活かした市民と来訪者の交流の創
出　文化資料館入館者数【R1：15,461人→R6：19,000
人】

○
生涯学習
課

公益財団法人向日市スポーツ文化協会等との連携
によるライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ○ ○

生涯学習
課

防災拠点としての機能を備えた多目的グラウンドの
整備検討 ○

生涯学習
課

成人の週1回以上のスポーツ実施率【R1：52.2％→
R6：65％】 ○

施策分野
10　学校
教育の充
実

施策の柱
Ⅱ　人と
暮らしに
明るくや
さしいま
ちづくり

施策分野
11　生涯
学習の推
進

施策１
生涯学習
環境の充
実

施策２
家庭・地
域社会の
教育力の
向上

施策３
市民文化
の振興

施策分野
12　生涯
スポーツ
の振興

施策１
スポーツ
の振興

施策６
学校の教
育力の向
上

施策４
一人一人
を大切に
し、個性
や能力を
伸ばす教
育の推進

施策５
安心・安
全な教育
環境の充
実
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企画広報
課

誰もがわかりやすく、利用しやすいホームページの作
成や広報紙の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総務課
地域コミュニティの活性化　自治会加入率【H30：
65.5％→R6：増加】 ○

広聴協働
課 市民の主体的なまちづくり活動への支援 ○
広聴協働
課

市民活動活性化のための情報交換ネットワークの構
築【交流・連携を主とした情報交換を行う団体数：R3：
20団体→R6：40団体】

○
秘書課 幅広い分野における都市間交流の推進 ○
秘書課 国際交流を通じた異文化理解の推進 ○
広聴協働
課、生涯
学習課

「向日市人権教育・啓発推進計画」の推進 ○
広聴協働
課

京都府や近隣市町村と連携した人権教育・啓発の推
進 ○

広聴協働
課 平和行動計画に基づいた事業の展開 ○
広聴協働
課

女性活躍推進事業の充実　女性活躍センター団体等
登録数【H30：21→R6：50】 ○

広聴協働
課 ワーク・ライフ・バランスの普及・推進 ○
新庁舎・
市民会館
準備課、
公共建物
整備課

市役所新庁舎の整備 ○
市民課、
会計課

住民票交付場所の拡大と公金納付の利便性向上
住民票の交付機及び公金収納機設置【令和2年度新
庁舎開設に合わせ開始】

○
財政課 健全財政の維持 ○

施策分野
１　市民
協働の推
進

施策１
市民のま
ちづくり
参加の仕
組みの構
築

施策２
市民交流
の推進

施策の柱
Ⅲ　信頼
と協働で
市民の声
が届く
まちづくり

施策分野
２　人権・
平和・男
女共同参
画の推進

施策１
多様性を
認め合う
社会の実
現

施策２
男女共同
参画社会
の実現

施策分野
３　行財
政運営力
の向上

施策１
健全で持
続可能な
行財政運
営
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令和４年度地方創生推進交付金事業について

（地方創生推進交付金）

交付対象事業名 事業概要 事業内容 事業予定額 目標/実績数値

減塩を核とし
た健康で質の
高い生活を志
向するまちづ
くり

”減塩”をテーマとし、誰もが健康で自分らしい暮らし
を続けられるよう、健康づくりと地域の活性化に資す
る事業を実施する。
令和２年度から事業採択を受けている城陽市との地
域間連携事業とし、双方向の情報発信や交流等を
図り、幅広く事業を推進することで、山城地域におけ
る健康意識の醸成の波及効果を高めていく。

【R4実施予定事業】
・５０！５０！む５０！（ゴーゴームコー）元
気いっぱい減塩レシピコンテスト 〔仮題〕

【R5・R6実施予定事業】
・健康ポイント事業
・健康ウオーキング交流事業

2,110千円

（R4：1,100千円）
（R5：510千円）
（R6：500千円）

①特定健診受診率（向日市国民健康
保険実施分）
R6：55％(R5年法定報告)

②特定保健指導実施率（向日市国民
健康保険実施分）
R6：65％(R5年法定報告)

③健康ポイント事業達成者数
R6：200人

●本事業は、地方創生に資する先駆的な取組の円滑な支援を目的に、国から交付金が交付されるものです。
●令和４年度から令和６年度にかけて、向日市が取り組む事業として交付決定が得られたことから、報告を行うものです。
●本交付金を活用した事業の効果については、目標数値を設定し、その達成度合いを、各自治体における有識者委員会において検証することが求められています。
　そのため、次年度以降の委員会において、本交付金を活用した事業について検証を実施します。

資料５


